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富里市新デマンド交通運行業務委託プロポーザル実施要領 

 

 

１． 目的 

 本要領は令和３年度に策定した富里市地域公共交通計画に基づき、令和４年 

１０月から運行を予定している富里市新デマンド交通運行業務の実施に当た

り、運行事業者の選定に関して必要な事項を定めることを目的とする。 

 

２． 業務概要 

（１） 業 務 名  富里市新デマンド交通運行業務 

（２） 業 務 内 容  別紙「富里市新デマンド交通運行業務委託仕様書」 

       のとおり 

（３） 業 務 期 間  令和４年１０月１日から令和５年３月３１日まで 

（４） 契 約 方 法  公募型プロポーザルによる随意契約 

（５） 予算限度額  ２５，３４０千円以内（消費税及び地方消費税を含む） 

  

３． 参加資格 

本業務に係る企画提案に参加できる者は、次に掲げる事項を全て満たすこと

とする。 

（１） 事業者資格として、道路運送法第 4条第 1項に規定する一般乗合旅客自

動車運送事業の許可を受けている者、または、運行開始日までに同法２

１条に規定する許可を取得見込のある者で、企画提案書の提出日までに

一般乗合旅客自動車運送事業（区域運行）の許可申請に必要な全ての書

類を整えることが可能な者であって、運行開始までに必要な手続きを行

い、運行開始日から遅延なく運行を開始できる者であること。 

（２） 富里市の入札参加資格者名簿に登録されている者で、車両運行管理業務、

旅客輸送業務またはこれに準ずる業務を行っていると認められる者で

あること。 

（３） 営業所の所在地は一般乗合旅客自動車運送事業の許可及び事業計画変

更認可申請等の審査基準（平成 13 年 12 月 27 日公示）に規定する営業

所であって、富里市内に営業所を有する者であること。 

（４） 事故の発生により、業務の遂行に障害が発生した場合には、乗客の安全

確保や各種関係機関への連絡、代替車両の手配など、速やかな対応が可

能な者であること。 

（５） 「富里市新デマンド交通運行業務委託仕様書」に基づく業務を行うこと

ができる者であること。 
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（６） 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第１６号）第１６７条の４第 1 項及

び第２項各号の規定に該当しない者であること。 

（７） 富里市若しくは千葉県から指名停止の措置を受けていない者であること。 

（８） 国税及び地方税を滞納していない者であること。 

（９） 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続き開始の申立

てをしていないこと、及び民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基

づき再生手続き開始の申立てをしていないこと。 

 

４． 手続き等 

本プロポーザルの参加手続きは以下のとおりとする。 

（１） 担当部署（提出•問い合わせ先） 

富里市企画財政部経営戦略課（担当：太田、渋谷） 

〒286-0292 富里市七栄６５２−１ 

TEL 0476-93-1118（直） FAX 0476-93-9954 

E-mail koutsu@city.tomisato.lg.jp 

（業務時間：土日祝日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで） 

 

（２） 質問の受付及び回答 

受付期限：令和４年６月１０日（金）まで 

提出場所：上記(1)に同じ 

提出方法：別添の質問書（様式３）により、FAXまたは電子メールにて 

     提出すること 

回 答 日：令和４年６月１４日（火） 

回答方法：質問があった場合に限り、全社に FAXまたは電子メールにて 

   回答 

 

（３） 企画提案書等の提出 

提出期限：令和４年６月２０日（月）午後５時１５分まで（必着） 

提出部数：企画提案 書 原本１部 副本１２部 

     その他の書類 同上 

提出場所：上記(1)に同じ 

提出方法：持参または書留郵便 

 

 

５． 提出書類 

提出する書類は、次に掲げるものとする。 

mailto:koutsu@city.tomisato.lg.jp
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（１） 企画提案書 

(ア) 提案書の作成様式 

 企画提案書の用紙サイズは、Ａ４版とすること。（Ａ３版による折

込頁の挿入は可、図示・着色は自由） 

 企画提案書には様式１「企画提案書提出届」を表紙とすること。 

(イ) 提案項目 

 合理的な運行体制（運行経路設定の仕組み、配車管理等） 

 安全性に対する取組（具体的な取組） 

 本業務に関する受託意欲（本業務の趣旨・内容の理解、受託に関

する意欲等） 

 乗務員への指導能力（安全運行、充実したサービス提供を継続す

る上で乗務員への教育指導体制） 

 受注実績（他自治体等でのデマンド運行事業の実績等）「様式２ 

業務経歴書」 

 不測の事態の対処方法（定員超過時、災害時及び事故時の対応、

損害賠償能力等、対応マニュアルの整備等） 

 車両保有台数（乗務員や車両の確保等） 

 重大事故の発生状況（過去に重大自動車事故を起こしていないか） 

 受託後の組織体制（事業受託後の管理責任体制等） 

 利用者の利便性向上（利便性を向上させるための取組内容） 

（２） その他の書類 

 一般乗合旅客自動車運送事業の許可申請に必要な全ての書類 

 会社案内等の法人の概要がわかるもの 

 商業登記事項署名書または代表者身分証明書の写し 

 道路運送法第４条第１項に基づく一般乗合旅客自動車運送事業許 

  可書の写し 

  ただし、運行開始日までに同法２１条に規定する許可を取得見込 

  のある者に限っては、一般貸切旅客自動車運送事業又は一般乗用 

  旅客自動車運送事業の写し 

 財務諸表（過去３年のもの。賃貸借対照表、損益計算書） 

 国税及び地方税の未納がないことの証明書 

 乗務員の交通事故•違反状況（過去３年） 

 誓約書（様式３） 

 見積書 

※ 見積書の作成に当たっては「富里市新デマンド交通運行業務委

託仕様書」に十分留意し、様式４「見積書記載例」を参照とす
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ること。 

※ 見積書には基本輸送費と基本管理費の見積金額を記載するこ

と。 

※ 委託料は基本輸送費については実働回数に応じた支払体系で

あることから、見積書には１便当たりの運行金額を記載するこ

と。 

※ １便当たりの見積金額は 4,000円以内（消費税及び地方消費税

含む）とすること。 

※ 基本管理費はオペレーター業務に要する１日当たりの経費及

び運行管理システムに要する費用を記載すること。 

 

６． 審査•選定方法 

富里市新デマンド交通運行業務委託業者選定委員会（以下「選定委員会」と

いう）を設置し、提出のあった企画提案書等とプレゼンテーションにより、下

記７に示す審査項目毎の評価点数の合計点数にて競う「総合評価方式」により

審査を行い、最も評価点数が高い者を選定する。 

ただし、最高得点提案者が複数ある場合は、くじ引きとする。 

また、市長は選定委員会が選定した契約予定者の報告を受け、最終的に契約

予定者を決定し通知する。 

（１） プレゼンテーションの実施日時 

令和４年６月２７日（月）午前１０時から 

なお、詳細な時間は後日通知します。 

（２） プレゼンテーションの実施場所 

富里市中央公民館４階大会議室 

（３） プレゼンテーションの実施方法 

説明２０分 質疑１０分 

（４） 機器の使用等 

提案者は、パソコン、プロジェクター等を使用する場合は、「経営戦略課」

に事前に連絡の上、相談するものとし、使用する機器については提案者

にて用意すること。 

（５） 参加人数 

参加者は５名以内とし、プレゼンテーションの説明は、本業務を担当す

る予定の担当者が行うものとする。ただし、必要に応じて参加者が分担

して説明しても構わない。 
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７． 評価方法 

選定委員会において、先に提出された企画提案書に加え、プレゼンテーショ

ン等の結果を、富里市新デマンド交通運行業務提案審査基準及び評価方法に基

づき、総合的に評価し、採点する。 

配点は、選定委員１名当たり１００点満点で行い、評価点（１００点）に採

点した委員人数を乗じた点数の６割を最低基準点とし、それ以上の点数を得た

提案者の中から最高得点提案者を契約候補者として選定する。 

 

８． 審査結果 

審査終了後速やかに文書にて通知します。審査の過程は非公開とし、審査結

果に関する質疑は一切応じません。 

 

９． その他の留意事項 

（１） 企画提案書等の作成、提出等に関する費用は、すべて参加者の負担とす

る。 

（２） 定められた提出期限内に書類の提出がないとき、または辞退の申し出が

あったときは、参加する資格を失う。 

（３） 提出書類に虚偽の記載をしたことが判明した場合、または、著しく信義

に反する行為があった場合は、提出された書類は無効とする。 

（４） 提出期限以降、原則として書類の記載内容の変更を認めない。 

（５） 提出書類は返却しないものとする。 

 

 

１０．全体スケジュール 

令和４年６月７日(火) 公募開始 

令和４年６月７日（火）～１０日（金） 質問受付期間 

令和４年６月１４日（火） 質問に対する回答日 

令和４年６月２０日（月） 

午後５時１５分まで 

提出書類締切日 

令和４年６月２７日（月） 

午前１０時から 

プレゼンテーション実施日 

令和４年６月２８日（火） 結果通知書発送 

令和４年６月３０日（木） 契約締結日（予定） 
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（様式１） 

 

企画提案書提出届 

 

 

 富里市長  五十嵐 博 文  様 

 

 

富里市新デマンド交通実証運行業務委託プロポーザル実施要領に基づき、企画提

案書類を提出します。 

 なお、提出した内容に虚偽又は不正はなく、契約候補者に選定された場合には、

記載した内容を誠実に実行することを誓約します。 

 

（添付書類） 

・企画提案書 原本１部、副本１２部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

住 所  

事 業 者 名  

代表者氏名              印 
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（様式２） 

業務経歴書 

 

事業者名          

代表者名          

発注者 契約期間 業務名・業務内容 契約金額 

 

 

 

 

～ 

  

 

 

 

 

～ 

  

 

 

 

 

～ 

  

 

 

 

 

～ 

  

 

 

 

 

～ 

  

（注１）同種業務又は類似業務の契約実績を以下の条件に基づき記入すること 

   ・元請として契約した業務 

・令和４年３月３１日までに完了した業務 

（注２）業務実績が複数の場合は、同種業務及び地域性を優先し、５件まで記入す

ること。 
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（様式３） 

誓 約 書 

 

私は、富里市が富里市暴力団排除条例（平成２４年３月１６日条例第２号）に基づき、

暴力団を利することとならないよう、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第７７号。以下「暴対法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員

（以下「暴力団員」という。）又は暴対法第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力

団」という。）若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を市の事務等から排除してい

ることを承知したうえで、下記の者に該当せず、将来においても該当しないことを誓約

します。 

 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ること

となっても、異議は申し立てません。 

また、必要に応じ、下記の者に該当しないことを確認するため、富里市からの調査に

協力し、千葉県警察本部に照会することについて承諾します。 

記 

１ 当該対象物件を暴力団の事務所その他これに類するものの用に供しようとする者 

２ 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人

である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事

等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下「役員等」という。）が暴力

団員である者 

３ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者 

４ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的にあるいは積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与している者 

５ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなど

している者 

６ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

７ 前各号のいずれかに該当する者の依頼を受けて契約を行う者 

 

 

  年  月  日 

 

（あて先）富里市長 五十嵐 博 文  様 

       

 

        住所又は所在地 

 

                氏名又は名称 

 

              代表者職氏名                印 
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（様式４） 

令和４年  月  日  

 （あて先）富里市長 

 

質 問 書 

 

「富里市新デマンド交通運行業務委託」に係るプロポーザル実施要領に関し、次の事項

について質問します。 

 

質問対象※ 質問内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※質問対象欄には、プロポーザル実施要領等のページ数や様式の番号等を記入してくだ

さい。 

 

法 人 名  

事業所名・担当部署名  

担当者氏名  

連絡先 
電話  

FAX  

電子メールアドレス  
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（様式５：見積書記載例） 

 

  年  月  日 

 

 富里市長          様 

 

                 参加者 事業者名 

                     代表者名 

                     住  所 

 

 

見積書 

 

   １．基本輸送費 

                       円／便（税込） 

      

    

 

   ２．基本管理費 

     オペレーター業務          円／日（税込） 

     運行管理システム費用        円／年（税込） 
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富里市新デマンド交通運行業務提案審査基準及び評価方法 

 

１ 審査項目及びその着眼点 

項   目 着 眼 点 配 点 

合理的な運行体制 
最新の運行管理システムの導入や配車管理など

効率的・合理的な運行体制であるか。 
２０点 

安全性に対する取組 安全性に対する具体的な取組はあるか。 １５点 

本業務に対する受託意

欲 

本業務の趣旨、内容を理解し、熱意をもって取り

組む意欲はあるか。 
１０点 

乗務員への指導能力 乗務員に対する指導・教育体制は整っているか。 １０点 

受注実績 

過去５年間（平成２９年４月～令和４年３月まで

の期間）において、自治体における公共交通関連

業務を受注した実績があるか。 

５件＝１０点、４件＝８点、３件＝６点 

２件＝４点、１件＝２点、０件＝０点 

１０点 

不測の事態の対処方法 
車両故障や事故など、不測の事態が発生した際の

対処方法は具体的か。 
１０点 

利用者の利便性の向上 
利用者の利便性向上に取り組む具体的な提案は

あるか。 
１０点 

車両保有台数 
本業務に対応するのに十分な台数の車両を保有

しているか。 
５点 

重大事故の発生状況 
過去５年間（平成２９年４月～令和４年３月まで

の期間）において発生した重大事故の状況は。 
５点 

業務受託後の組織体制 本業務に対する組織体制に不備はないか。 ５点 

合  計 １００点 
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２ 評価方法 

 （1） 前記１の各項目（受注実績除く）ごとに、次の５段階で評価し、得点とする。 

評価結果 評 価 

提案内容が、非常に優れている。 Ａ 

提案内容が、優れている。 Ｂ 

提案内容が、普通である。 Ｃ 

提案内容が、やや劣っている。 Ｄ 

提案内容が、劣っている。 Ｅ 

 

 （2） 選定対象者について、見積金額が安価な順に順位を付し、算出された合計得点に、

次の率を乗じたものを当該提案の得点とする。 

見積金額の安価な順位 乗じる率 

１位 １．００ 

２位 ０．９５ 

３位 ０．９０ 

４位 ０．８５ 

５位以下 ０．８０ 

 


